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【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式

【届出の対象とした募集金額】 その他の者に対する割当 12,652,510,500円

 （注）　募集金額は、発行価額の総額であり、平成25年６月28

日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当

社普通株式の終値を基準として算出した見込額であ

ります。

【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】 大和ハウス工業株式会社　東京本社

（東京都千代田区飯田橋三丁目13番１号）

大和ハウス工業株式会社　名古屋支社

（名古屋市中区葵一丁目20番22号）

大和ハウス工業株式会社　横浜支社

（横浜市西区みなとみらい三丁目６番１号）

大和ハウス工業株式会社　神戸支社

（神戸市中央区磯辺通四丁目２番22号）

株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

株式会社大阪証券取引所

（大阪市中央区北浜一丁目８番16号）

 （注）　平成25年７月16日に株式会社東京証券取引所及び株

式会社大阪証券取引所の現物市場の統合が予定され

ております。
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第一部【証券情報】
 

第１【募集要項】
 

１【新規発行株式】

種類 発行数 内容

普通株式 7,350,000株
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社
における標準となる株式
単元株式数　1,000株

　（注）１．平成25年７月５日（金）開催の取締役会決議によります。

２．本募集とは別に、平成25年７月５日（金）開催の取締役会において、当社普通株式の日本国内における募集（以下

「国内一般募集」という。）及び欧州を中心とする海外市場（ただし、米国においては1933年米国証券法に基づく

ルール144Ａに従った適格機関投資家に対する販売に限る。）における募集（以下「海外募集」という。）を行うこ

とを決議しております。また、国内一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した上で、野村證券株式会社が当社株

主から7,350,000株を上限として借入れる当社普通株式の日本国内における売出し（以下「オーバーアロットメン

トによる売出し」という。）を行う場合があります。

国内一般募集及び海外募集等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　１　国内市場及

び海外市場における当社普通株式の募集及び売出しについて」をご参照下さい。

３．本募集は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、野村證券株式会社を割当先として行う第三者割当増

資（以下「本第三者割当増資」という。）であります。

オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　２　

オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。

４．振替機関の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
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２【株式募集の方法及び条件】

（１）【募集の方法】

区分 発行数 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）

株主割当 － － －

その他の者に対する割当 7,350,000株 12,652,510,500 6,326,255,250

一般募集 － － －

計（総発行株式） 7,350,000株 12,652,510,500 6,326,255,250

　（注）１．本募集は、前記「１　新規発行株式」（注）３．に記載のとおり、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、

野村證券株式会社を割当先として行う第三者割当の方法によります。なお、当社と割当予定先との関係等は以下の

とおりであります。

割当予定先の氏名又は名称 野村證券株式会社

割当株数 7,350,000株

払込金額 12,652,510,500円

割当予定先の
内容

本店所在地 東京都中央区日本橋一丁目９番１号

代表者の氏名 代表執行役社長　　永井　浩二

資本金の額 10,000百万円

事業の内容 金融商品取引業

大株主 野村ホールディングス株式会社　100％

当社との関係

出資関係

当社が保有している割当
予定先の株式の数

－

割当予定先が保有している
当社の株式の数
（平成25年３月31日現在）

461,952株

取引関係 国内一般募集の主幹事会社

人的関係 －

当該株券の保有に関する事項 －

２．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金

等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとし

ます。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とします。

３．発行価額の総額、資本組入額の総額及び払込金額は、平成25年６月28日（金）現在の株式会社東京証券取引所にお

ける当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
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（２）【募集の条件】

発行価格
（円）

資本組入額
（円）

申込株数
単位

申込期間
申込証拠金
（円）

払込期日

未定
(注)１.

未定
(注)１.

1,000株平成25年８月16日(金)
該当事項は
ありません。

平成25年８月19日(月)

　（注）１．発行価格については、平成25年７月23日（火）から平成25年７月26日（金）までの間のいずれかの日（以下「発行

価格等決定日」という。）に国内一般募集において決定される発行価額と同一の金額といたします。なお、資本組入

額は資本組入額の総額を本第三者割当増資の発行数で除した金額とします。

２．本第三者割当増資においては全株式を野村證券株式会社に割当て、一般募集は行いません。

３．野村證券株式会社は、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　２　オーバーアロットメントによる売出し等に

ついて」に記載の取得予定株式数につき申込みを行い、申込みを行わなかった株式については失権となります。

４．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ発行価格を払込む

ものとします。

 

（３）【申込取扱場所】

場所 所在地

大和ハウス工業株式会社　本社 大阪市北区梅田三丁目３番５号

 

（４）【払込取扱場所】

店名 所在地

株式会社三井住友銀行　大阪本店営業部 大阪市中央区北浜四丁目６番５号

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行　大阪営業部 大阪市中央区伏見町三丁目５番６号

株式会社みずほ銀行　大阪法人支店 大阪市中央区今橋四丁目２番１号

 

３【株式の引受け】

　該当事項はありません。

 

４【新規発行による手取金の使途】

（１）【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）

12,652,510,500 79,000,000 12,573,510,500

　（注）１．発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

２．払込金額の総額は、平成25年６月28日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準と

して算出した見込額であります。
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（２）【手取金の使途】

　上記差引手取概算額上限12,573,510,500円については、本第三者割当増資と同日付をもって取締役会で決議された

国内一般募集の手取概算額83,992,070,000円及び海外募集の手取概算額上限41,290,534,500円と合わせ、手取概算額

合計上限137,856,115,000円について、80,000,000,000円を平成26年３月末までに、残額を平成28年３月末までに、当

社及び当社グループの平成25年度から平成27年度における不動産開発投資（物流センター等賃貸用資産の取得及び

建設資金等）の予定額4,000億円の一部に充当する予定であります。なお、当社のグループ会社の不動産開発投資資金

への充当については、当社から当該グループ会社への融資を通じて行う予定であります。また、不動産開発投資資金へ

の実際の充当時期までは、譲渡性預金、コマーシャル・ペーパーその他の安全性の高い金融商品等で運用する方針で

あります。

　上記不動産開発投資は、主として当社グループの重点投資分野である事業施設事業、商業施設事業及び賃貸住宅事業

を対象としたものであります。事業施設事業では物流・製造施設、医療介護施設等の開発・建築及び仮設建物の建築

・管理・運営を行っており、商業施設事業では商業施設の開発・建築、管理・運営を行っており、賃貸住宅事業では賃

貸住宅の開発・建築、管理・運営及び仲介を行っております。また、当社グループのこれら重点投資分野における投資

戦略等については、後記「第三部　参照情報　第２　参照書類の補完情報　１　対処すべき課題」をご参照下さい。

　なお、後記「第三部　参照情報　第１　参照書類　１　有価証券報告書及びその添付書類」に記載の有価証券報告書（第

74期）中の「第一部　企業情報　第３　設備の状況　３　設備の新設、除却等の計画　(1）重要な設備の新設等」に記載さ

れた当社グループの設備投資計画については、本有価証券届出書提出日（平成25年７月５日）現在下表のとおりと

なっております（ただし、投資予定金額の既支払額については平成25年３月31日現在で記載しております。）。資金調

達方法欄については、今回の増資資金及び自己株式処分資金も含めて記載しております。提出会社については平成26

年３月期に着手予定のものの総額を、また国内子会社については平成26年３月期に着手予定の重要なものの総額をそ

れぞれ記載しております。

 

重要な設備の新設等

①　提出会社

事業所
（所在地）

セグメント
の名称

設備の内容

投資予定金額
資金調達
方法

着手及び完了予定

総額
（百万円）

既支払額
（百万円）

着手 完了

各支社・支店
賃貸住宅
商業施設
事業施設

物流センター等賃貸
用資産の取得及び建
設

62,000 －
自己資金、増資資
金及び自己株式処
分資金

平成25年４月平成26年３月

各工場

戸建住宅
賃貸住宅
商業施設
事業施設

工場施設の改修、生
産設備の更新及び環
境対応

6,766 906 自己資金 平成25年３月平成26年３月

各ホテル・ゴルフ場 健康余暇
ホテルリニューアル
及び省エネルギー化

670 － 自己資金 平成25年４月平成26年３月

 

②　国内子会社

　重要な設備の新設等の計画はありません。

（注）　上記金額に消費税等は含んでいません。
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第２【売出要項】
 

　該当事項はありません。

 

【募集又は売出しに関する特別記載事項】
 

１　国内市場及び海外市場における当社普通株式の募集及び売出しについて

　当社は、平成25年７月５日（金）開催の取締役会において、本第三者割当増資とは別に、当社普通株式の日本国内における

募集（国内一般募集）及び欧州を中心とする海外市場（ただし、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Ａに

従った適格機関投資家に対する販売に限る。）における募集（海外募集）並びに当社普通株式の日本国内における売出し

（オーバーアロットメントによる売出し）を行うことを決議しております。

　公募による新株式発行及び自己株式の処分に係る募集株式総数は73,150,000株であり、国内一般募集株数49,000,000株及

び海外募集株数24,150,000株（海外引受会社の買取引受けの対象株数21,000,000株及び海外引受会社に付与する追加的に

発行する当社普通株式を買取る権利の対象株数3,150,000株）を目処に募集を行いますが、その最終的な内訳は、需要状況等

を勘案した上で発行価格等決定日に決定されます。

　オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「２　オーバーアロットメントによる売出し等につい

て」をご参照下さい。

 

２　オーバーアロットメントによる売出し等について

　当社は、平成25年７月５日（金）開催の取締役会において、本第三者割当増資とは別に、国内一般募集及び海外募集を行う

ことを決議しておりますが、国内一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した上で、野村證券株式会社が当社株主から

7,350,000株を上限として借入れる当社普通株式の日本国内における売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行

う場合があります。本第三者割当増資は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、野村證券株式会社が上記当社株

主から借入れた株式（以下「借入れ株式」という。）の返却に必要な株式を野村證券株式会社に取得させるために行われま

す。

　また、野村證券株式会社は、国内一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間の終了する日の翌日から平

成25年８月12日（月）までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」という。）、借入れ株式の返却を目的として、株式会

社東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け（以下

「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。野村證券株式会社がシンジケートカバー取引により取得し

た全ての当社普通株式は、借入れ株式の返却に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、野村證券株式

会社はシンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数で

シンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

　更に、野村證券株式会社は、国内一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しに伴って安定操作取引を行うことがあ

り、かかる安定操作取引により取得した当社普通株式の全部又は一部を借入れ株式の返却に充当することがあります。

　オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数から、安定操作取引及びシンジケートカバー取引によって取得し借入

れ株式の返却に充当する株式数を減じた株式数（以下「取得予定株式数」という。）について、野村證券株式会社は本第三

者割当増資に係る割当てに応じ、当社普通株式を取得する予定であります。そのため本第三者割当増資における発行数の全

部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本第三者割当増資における最終的な発行数がその限度で減少し、

又は発行そのものが全く行われない場合があります。

　野村證券株式会社が本第三者割当増資に係る割当てに応じる場合には、野村證券株式会社はオーバーアロットメントによ

る売出しにより得た資金をもとに取得予定株式数に対する払込みを行います。

　シンジケートカバー取引及び安定操作取引については、野村證券株式会社は、他の国内一般募集の共同主幹事会社兼ジョイ

ント・ブックランナーと協議のうえ、これらを行います。
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第３【第三者割当の場合の特記事項】
 

　該当事項はありません。

 

第４【その他の記載事項】
 

　該当事項はありません。
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第二部【公開買付けに関する情報】
 

　該当事項はありません。

 

第三部【参照情報】
 

第１【参照書類】
 

　会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照するこ

と。

 

１【有価証券報告書及びその添付書類】

　事業年度　第74期（自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日）平成25年６月27日関東財務局長に提出

 

２【臨時報告書】

　１の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日（平成25年７月５日）までに、金融商品取引法第24条の５第４項及び

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を平成25年６月28日に関東財務局

長に提出

 

３【臨時報告書】

　１の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日（平成25年７月５日）までに、金融商品取引法第24条の５第４項及び

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第１号の規定に基づく臨時報告書を平成25年７月５日に関東財務局長に

提出

（注）　なお、発行価格等決定日に本３の臨時報告書の訂正報告書が関東財務局長に提出されます。

 

第２【参照書類の補完情報】
 

　上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書（第74期）「第一部　企業情報　第２　事業の状況　３　対処すべき課題」につ

いて、当該有価証券報告書の提出日以後本有価証券届出書提出日（平成25年７月５日）までの間に変更及び追加がありまし

た。下記「１　対処すべき課題」は当該変更及び追加後の「対処すべき課題」を一括して記載したものであります。

　また、上記有価証券報告書（第74期）「第一部　企業情報　第２　事業の状況　４　事業等のリスク」に記載の「事業等のリス

ク」について、当該有価証券報告書の提出日以後本有価証券届出書提出日までの間に生じた変更その他の事由はありません。

下記「２　事業等のリスク」は当該「事業等のリスク」を一括して記載したものであります。

　なお、下記「１　対処すべき課題」に含まれている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日現在において判断したもの

であります。また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、かかる将来に関する事項は、下記「１　

対処すべき課題」に記載の事項を除き、当該事項は本有価証券届出書提出日現在においてもその判断に変更はなく、また新た

に記載する将来に関する事項もありません。

 

１　対処すべき課題

　今後のわが国経済については、輸出環境の改善や経済・金融政策の効果に加え、消費者心理の改善にも支えられることで、

次第に景気回復へ向かうことが期待されています。

　しかしながら、消費税増税実施後の反動は避けられない見通しとなっており、当業界においても、住宅ローン減税の延長等

政府による支援策があるものの、先行きは不透明な状況となっています。

　このような経済状況の中で当社グループは、引き続き、国内はもちろん海外においてもお客様の多様なニーズに対応した新

商品・新サービスを提案し、新たな顧客層を開拓することで受注拡大を図り、業績の向上を目指していきます。

　また、平成24年11月に大和ハウスリート投資法人が株式会社東京証券取引所不動産投資信託証券市場に上場しました。同投

資法人との利益相反取引の防止に十分配慮しながら良好な物件を供給し、当社グループの成長を促進していきます。

　さらに平成25年１月、株式会社フジタの全株式を取得し、子会社化しました。北米・東南アジアにプラットホームを持つ株

式会社フジタは高い技術力・企画力・販売チャネルを有しており、当社グループの成長戦略、特に海外事業の成長につなが

るものと考えています。

　加えて平成25年２月には、当社グループ会社である大和房屋（中国）投資有限公司が宝業集団股?有限公司と合弁会社設
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立契約を締結し、中国での低層工業化住宅の部材製造・販売体制の整備を推進しており、今後も海外事業のさらなる拡大を

推進していきます。

　また、第３次中期経営計画における売上高、営業利益の目標を１年前倒しで平成24年度に達成したため、平成25年度を初年

度とする３ヵ年の経営計画「第４次中期経営計画」を今秋策定することとしました。

　「第４次中期経営計画」の今秋の発表に向け、詳細については現在検討中ですが、当社グループの幅広い事業領域を活かし

てさらなる成長を目指し、戸建住宅・賃貸住宅・マンション・住宅ストック・商業施設・事業施設のコアビジネス事業、健

康余暇・環境エネルギー等の多角化ビジネス事業、さらには新規ビジネス事業の複合化を基軸とした成長戦略を骨子とする

予定です。特に、コアビジネス事業では、高齢社会・防災・安全・環境対応といった社会の変化に対応した商品の強化や新し

いビジネスモデルを構築するとともに、各事業領域のバリューチェーンの強化・拡充により収益力の向上を目指していきま

す。

　また、事業拡大に伴う技術・施工体制の強化、生産機能の再整備による効率化の推進、人財育成といった経営基盤の整備も

進めていきます。

 

（補足）今後の投資戦略と当社グループのバリューチェーンについて

　上記の通り、当社では、「第４次中期経営計画」の今秋の策定、発表に向け、詳細について現在検討中ですが、本有価証券

届出書提出日（平成25年７月５日）付で、「第４次中期経営計画」の下、今後、６つのコアビジネス事業の中でも、特に事

業施設事業、商業施設事業及び賃貸住宅事業の３分野を重点投資分野と位置づけ、特に、①これらの重点投資分野の事業の

サイクル（バリューチェーン）の強化・拡充、②ASEANを中心とした海外ビジネスの展開、③社会構造の変化に対応した既

存、新規事業への戦略的投資を行うことにより、成長の加速化を目指す方針を決定いたしました。また、「第４次中期経営

計画」における３ヵ年の当社グループの投資計画額は、合計で、総額6,500億円（内訳：不動産開発投資4,000億円、海外投

資500億円、M&A等500億円及び設備投資1,500億円）です。

　当社では、上記の重点投資分野を中心に不動産開発事業への投資機会が拡大しているとの判断の下、重点投資分野におけ

る不動産開発事業に資金を重点投下していく方針です。これにより、財務の柔軟性を確保しつつ、開発不動産の取得時期・

売却回収時期の最適化を図ることによって、収益最大化の実現を目指すとともに、重点投資分野において現在機能してい

る以下のような事業のサイクル（バリューチェーン）をさらに強化・拡充する方針です。

　まず、当社グループが有する立地の選定力や全国的な顧客とのネットワークを活用し、不動産開発のための開発用地の選

定・取得や建築請負受注のための地主に対する遊休地活用の提案を行う段階があります。なお、当社の有する営業人員は、

賃貸住宅事業1,079人、商業施設事業618人及び事業施設事業307人、また、営業所は、賃貸住宅事業124店、商業施設事業74店

及び事業施設事業32店、そして土地オーナー様の継続的な支援を行う全国規模の組織であるオーナー会の会員数は、賃貸

住宅事業24,779名及び商業施設事業6,482名となっています（いずれも平成25年３月31日現在、当社個別の実績）。

　次に、当社が、豊富な施工実績を通じて培ってきた、入居者及びテナントニーズを具現化する建築力を活用し、企画・設計

及び施工を行う段階があります。なお、当社の有する技術人員は、重点投資分野では、設計1,150人、設備186人、工事1,317人

及び中高層技術センター209人となっています（いずれも平成25年３月31日現在、設計、設備、工事の人員は当社個別の賃

貸住宅事業、商業施設事業及び事業施設事業の合計人数、中高層技術センターの人員は当社個別の賃貸住宅事業の人数）。

　その上で、当社グループ各社が有する、長年にわたる多様な企業との信頼関係や全国を網羅するネットワーク、多業種・

業態の集客力の高いテナントとの関係を活用し、テナント・リーシングを行う段階があります。当社グループの賃貸住宅

管理事業における総管理戸数は346,068戸、うち一括借上（入居保証）戸数は305,808戸、また入居率は97.6％となってい

ます（いずれも平成25年３月31日現在）。また、当社グループの商業施設管理事業における貸付可能面積の合計は

4,701,563㎡、テナント数は7,936テナント、また入居率は99.0％となっています（いずれも平成25年３月31日現在）。

　最後に、マーケット環境を鑑みた出口戦略として物件の売却を図ります。売却先には、当社がスポンサーとなっている

J-REITである大和ハウス・レジデンシャル投資法人（同投資法人の資産規模は、賃貸住宅で約2,112億円（取得価格ベー

ス、平成25年２月28日現在。なお、居住施設のみの表示。））及び大和ハウスリート投資法人（同投資法人の資産規模は、商

業施設で約255億円、事業施設で約890億円（いずれも取得価格ベース、平成25年２月28日現在。なお、事業施設は物流施設

を表示。））が含まれます。また、当社グループは、売却した物件について、売却後も積極的に管理・運営業務を受託してい

きます。

　以上のような事業の各段階において蓄積されたノウハウや改善点が新たな不動産開発や建築請負において活用され、ま

た売却により回収した資金が新たな不動産開発のために用いられることにより、一連のバリューチェーンは完結すること

になります。

　次に、海外ビジネスの展開においては、これまで分譲マンション開発の実績のある中国に加え、子会社化した株式会社フ

ジタの技術や海外での実績を活用し、ASEAN諸国にも積極的に展開していく方針です。また、ASEAN以外の新興国や、米国や

豪州といった先進国においても不動産関連投資の機会があれば積極的に取り組んでいく方針です。かかる方針の下、具体

的な海外投資案件については、現在、様々な可能性を検討しております。

　また、社会構造の変化に対応した既存、新規事業として、具体的には、有料老人ホーム、介護関連ロボット事業、エネルギー
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事業等の、特に高齢社会・環境社会で拡大するニーズを捉える事業への戦略的投資を行う方針です。

　当社グループは、以上のような方針の下、成長の加速化を目指してまいります。

 

２　事業等のリスク

　当社グループの事業等に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性がある事項には、以下のような

ものがあります。なお、本項において将来に関する事項が含まれていますが、当該事項は当連結会計年度末現在において判断

したものです。

 

（１）法的規制等に関するリスク

　当社グループは、国内、海外を問わず、建設・不動産事業をはじめ多種多様な事業を行っており、国内においては会社

法、金融商品取引法、建築・不動産関連法令、環境関連法令、各種業法等、海外においてはそれぞれの国・地域の法令・規

制の適用を受けるため、当社グループの事業に関連する法令・規制は多岐にわたっています。

　これらの法令等を含めコンプライアンスが遵守されるよう役職員に対し、研修等を通じ徹底を図っていますが、もし徹

底が十分でなく適用法令等の違反が発生した場合には、処罰、処分その他の制裁を受けたり、当社グループの社会的信用

やイメージが毀損したりといったことで、当社グループの業績等に悪影響を及ぼす可能性があります。

　また、特に建設業法や宅建業法等をはじめ有資格者の選任・配置が義務づけられている場合については、適法に事業活

動ができるようその確保に努めていますが、それらが十分に確保できなかった場合には、業績等に悪影響を及ぼす可能

性があります。

　さらに、国内、海外を問わず、これらの法令・規制等が改廃されたり、新たな法的規制が設けられたりといった場合に

は、業績等に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

（２）個人情報等の漏洩等に関するリスク

　当社グループは、多数のお客様の個人情報をお預かりしている他、様々な経営情報等を保有しています。これらの情報

の管理については、グループ各社において情報管理に関するポリシーや事務手続等を策定し役職員等に対する教育・研

修等により情報管理の重要性の周知徹底、セキュリティ対策等を行っています。

　しかしながら、これらの対策にもかかわらず重要な情報が外部に漏洩した場合には、当社グループの社会的信用等に影

響を与え、その対応のための多額の費用負担やブランド価値の低下により業績等に悪影響を及ぼす可能性があります。
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（３）競合に関するリスク

　当社グループは、建設・不動産事業をはじめとする様々な事業を行っており、これらの各事業において、競合会社との

間で競争状態にあります。したがって、当社グループが、商品の品質や価格、サービスの内容、営業力等の観点から、これ

らの競合会社との競争において優位に立てない場合、業績等に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

（４）事業戦略・グループ戦略に関するリスク

　当社グループは、事業戦略上、必要に応じて企業や事業の買収、組織再編等を行っております。

　しかしながら、企業や事業の買収、組織再編等が想定どおりに進行せず、グループ会社間におけるシナジー効果が期待

通りの成果をもたらさないこと等により、事業戦略上想定した利益が達成できず業績等に悪影響を及ぼす可能性があり

ます。

 

（５）海外事業に関するリスク

　当社グループは、中国を中心とした海外事業を展開していますが、急激なインフレーションや為替相場の変動、政治・

経済情勢の不確実性による内乱、暴動、戦争、訴訟リスク、外交関係の悪化や法令上の制約等による事業遂行・代金回収

の遅延、不能、送金の制約等が発生するリスク、不動産引き締め政策等の法制度の改正や政策の変更による購買意欲減退

のリスク等を負っています。したがって、これらのリスクが発生した場合には、業績等に悪影響を及ぼす可能性がありま

す。

 

（６）協力会社・委託先への依存に関するリスク

　当社グループは、その提供する商品、建物及びサービス等について、当社グループの役職員等が直接実施する場合を除

いては、一定の技術を保有する協力会社及び委託会社へ発注しております。

　したがって、協力会社等の予期せぬ業績不振や事故等により事業を継続できなくなるなどの不測の事態が発生した場

合は、商品・サービス等の提供遅延やお客様への損害賠償等が発生する可能性もあり、その場合には、当社グループの業

績等に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

（７）安全・環境に関するリスク

　当社グループは、事業を行うに際し工場、建設現場等を多数有しているため、特に安全、環境面を最優先に配慮、対策の

うえ事業を行っています。しかしながら、これらの配慮、対策にもかかわらず現場事故、環境汚染等の事故等が発生した

場合には、人的・物的な被害等により業績等に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

（８）自然災害等に関するリスク

　当社グループは、国内及び海外に事務所・工場・研究開発等の施設を展開しており、地震、台風、津波、火山の噴火等の

大規模な自然災害の発生により、従業員や施設・設備等への直接的な被害のほか、情報システムや通信ネットワーク、流

通・供給網の遮断・混乱等による間接的な被害を受ける可能性があります。上記のような被害が発生した場合には、こ

れらの回復費用や事業活動の中断等による損失、またお客様の所有建物に対する点検や応急処置の実施、その他社会的

な支援活動を行うための費用等が発生し、業績等に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

（９）金利の上昇に関するリスク

　市中金利の上昇や当社の格下げによる金利の上昇により、資金調達コストの上昇を招き、業績等に悪影響を及ぼす可能

性があります。

　また、融資を利用して土地や建物を取得するお客様にとっては、市中金利の上昇によって支払総額の増加につながるこ

とにより需要が減退する可能性があり、業績等に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

（10）不動産を含む資産の価値下落に関するリスク

　当社グループは、国内および海外において不動産の取得、開発、販売等の事業を行っており、不動産市況が悪化し地価の

下落、賃貸価格の下落が生じた場合には、業績等に悪影響を及ぼす可能性があります。

　また、その場合には、当社グループが保有する不動産の評価額について引き下げを行う必要が生ずる可能性がありま

す。

　さらに、当社グループが所有する不動産以外の棚卸資産や有形固定資産、のれん等の無形固定資産、投資有価証券等の

投資その他の資産についても、評価額について引き下げを行う必要が生ずる可能性があり、業績等に悪影響を及ぼす可

能性があります。

 

（11）原材料・資材価格・人件費等の高騰に関するリスク
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　原材料・資材価格・人件費等の高騰は仕入価格や工事原価の上昇を招きますが、売上価格に転嫁できない場合は、業績

等に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

（12）賃貸等不動産における空室及び賃下げに関するリスク

　当社グループは、入居者獲得の競争の激化等により、入居者や賃料が計画通りに確保できなくなる可能性があります。

既存テナントが退去した場合、代替テナントが入居するまでの空室期間が長期化し、不動産の稼働率が大きく低下する

場合もあります。その場合、代替テナント確保のため賃料水準を下げることもあり、業績等に悪影響を及ぼす可能性があ

ります。

 

（13）退職給付費用に関するリスク

　当社グループは、株式市場その他の金融市場が今後低迷した場合等に、年金資産の価値の減少や、退職給付債務の見直

しによる数理計算上の差異等の発生により、年金に関する費用が増加する可能性があります。また、追加的な年金資産の

積み増しを要する等により、業績等に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

（14）不動産開発事業に関するリスク

　当社グループは、プロジェクトの完了までに多額の費用と長い期間を要する不動産開発事業を行っており、プロジェク

ト進行中において、様々な事由により、想定外の費用発生、プロジェクトの遅延もしくは中止を余儀なくされる場合があ

り、業績等に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

（15）住宅関連政策・税制の変更に関するリスク

　住宅ローンの金利優遇措置、太陽光発電システム補助金制度等の住宅需要刺激策の変更もしくは廃止により、住宅需要

が減退し、当社グループの住宅関連事業に影響を与える可能性があります。また、税制変更による消費税率等引き上げ等

により、お客様の税負担が増加した場合には、戸建住宅等の購買需要が減退する可能性があり、業績等に悪影響を及ぼす

可能性があります。

 

（16）品質保証等に関するリスク

　当社グループの住宅関連事業は、お客様の満足度を高めるために長期保証システムを提供するとともに、品質管理にも

万全を期していますが、長期にわたるサポート期間の中で、予期せぬ事情により重大な品質問題が発生した場合には、業

績等に悪影響を及ぼす可能性があります。
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第３【参照書類を縦覧に供している場所】
 

大和ハウス工業株式会社　本社

（大阪市北区梅田三丁目３番５号）

大和ハウス工業株式会社　東京本社

（東京都千代田区飯田橋三丁目13番１号）

大和ハウス工業株式会社　名古屋支社

（名古屋市中区葵一丁目20番22号）

大和ハウス工業株式会社　横浜支社

（横浜市西区みなとみらい三丁目６番１号）

大和ハウス工業株式会社　神戸支社

（神戸市中央区磯辺通四丁目２番22号）

株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

株式会社大阪証券取引所

（大阪市中央区北浜一丁目８番16号）

（注）　なお、参照書類のうち、平成25年７月16日に予定されている株式会社東京証券取引所及び株式会社大阪証券取引所の

現物市場統合日以降提出される書類については、株式会社大阪証券取引所において縦覧に供されません。

 

第四部【提出会社の保証会社等の情報】
 

　該当事項はありません。

 

第五部【特別情報】
 

　該当事項はありません。
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